
JP 2010-285309 A 2010.12.24

10

(57)【要約】
【課題】成長した単結晶の径方向端部に凹面が形成され
ることなく、良好な品質の単結晶を製造することができ
る炭化珪素単結晶の製造装置を提供する。
【解決手段】本発明による単結晶製造装置１は、昇華用
原料を収容する坩堝本体５と、昇華用原料と対向する位
置に種結晶支持部７を設けた蓋体９と、種結晶支持部７
の外周近傍から昇華用原料に向けて筒状に延びるガイド
部材１１と、種結晶支持部７およびガイド部材１１の少
なくともいずれかの外周側に配設されると共に、単結晶
２７よりも熱伝導率が低く設定された断熱材２１とを備
え、昇華用原料３および種結晶を加熱して単結晶２７を
成長させるときに、昇華用原料３から種結晶に向かう熱
Ｈの流れを断熱材２１によって種結晶に集約させるよう
に構成している。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　昇華用原料を収容する坩堝本体と、
　前記昇華用原料と対向する位置に種結晶を固定する種結晶支持部を設けた蓋体と、
　前記種結晶支持部の外周近傍から前記昇華用原料に向けて筒状に延びるガイド部材と、
　前記種結晶支持部および前記ガイド部材の少なくともいずれかの外周側に配設されると
共に、単結晶よりも熱伝導率が低く設定された断熱材と
を備え、
　前記昇華用原料および種結晶を加熱して前記単結晶を成長させるときに、前記昇華用原
料から前記種結晶に向かう熱の流れを前記断熱材によって前記種結晶に集約させるように
構成したことを特徴とする炭化珪素単結晶の製造装置。
【請求項２】
　昇華用原料を収容する坩堝本体と、
　前記昇華用原料と対向する位置に種結晶を固定する種結晶支持部を設けた蓋体と、
　前記種結晶支持部の外周近傍から前記昇華用原料に向けて筒状に延びるガイド部材と
を備え、
　前記ガイド部材を、単結晶よりも熱伝導率が低く設定された断熱材から形成することに
より、前記昇華用原料および種結晶を加熱して前記単結晶を成長させるときに、前記昇華
用原料から前記種結晶に向かう熱の流れを前記断熱材によって前記種結晶に集約させるよ
うに構成したことを特徴とする炭化珪素単結晶の製造装置。
【請求項３】
　前記ガイド部材は筒状に形成されており、
　前記ガイド部材の内周面は、前記種結晶支持部の外周側から前記昇華用原料に斜めに向
けて径が拡がるように形成され、前記ガイド部材の外周面は、前記坩堝本体の内壁面に当
接していることを特徴とする請求項２に記載の炭化珪素単結晶の製造装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は炭化珪素単結晶の製造装置に関し、特に径方向端部に凹面が生ずることのない
良好な単結晶を製造することのできる炭化珪素単結晶の製造装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、炭化珪素を含む種結晶および昇華用原料から、炭化珪素単結晶（以下、単結晶と
適宜省略する）を製造する炭化珪素単結晶の製造方法として昇華再結晶法が知られている
。この昇華再結晶法は、昇華用原料を加熱して昇華させて昇華ガスを発生させ、昇華ガス
を種結晶に供給することにより、この種結晶から炭化珪素の単結晶を成長させる方法であ
る。
【０００３】
　ここで、昇華ガスを集約して効率的に種結晶に供給するために、下方に向かうにつれて
徐々に径が拡大するコーン状ガイドを用いる技術が開示されている（例えば、特許文献１
，２参照）。また、坩堝本体の上部内壁面を下方に向かうにつれて徐々に径が拡大する円
錐状（テーパ状）に形成した製造装置も知られている（例えば、特許文献３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平２００２－６０２９７号公報
【特許文献２】特開平２００４－２２４６６３号公報
【特許文献３】特開平２００７－３０８３５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】



(3) JP 2010-285309 A 2010.12.24

10

20

30

40

50

【０００５】
　しかしながら、上述した従来の炭化珪素単結晶の製造装置を用いて単結晶を製造すると
、径方向端部の下面が凹状にへこむ品質不良が生じるおそれがあった。この原因として、
特許文献１，２に係る技術においては、結晶成長が進行するにつれて、昇華用原料から種
結晶に向かう熱がガイド部材から当該ガイド部材の外周側に向けて流れることが考えられ
る。また、特許文献３に係る技術においては、坩堝本体の上部内壁面が高い熱伝導率の黒
鉛からなるため、結晶成長が進行するにつれて、昇華用原料から種結晶に向かう熱が上部
内壁面から坩堝本体に向けて流れることが考えられる。
【０００６】
　そこで、本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、成長結晶の径方向端
部に凹面が形成されることのない良好な品質の炭化珪素単結晶を製造することができる炭
化珪素単結晶の製造装置の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１の特徴は、昇華用原料（昇華用原料３）を収容する坩堝本体（坩堝本体５
）と、前昇華用原料と対向する位置に種結晶を固定する種結晶支持部（種結晶支持部７）
を設けた蓋体（蓋体９）と、前記種結晶支持部の外周近傍から前記昇華用原料に向けて筒
状に延びるガイド部材（ガイド部材１１）と、前記種結晶支持部および前記ガイド部材の
少なくともいずれかの外周側に配設されると共に、単結晶よりも熱伝導率が低く設定され
た断熱材（断熱材２１，２３，２５）とを備え、前記昇華用原料および種結晶を加熱して
前記単結晶を成長させるときに、前記昇華用原料から前記種結晶に向かう熱（熱Ｈ）の流
れを前記断熱材によって前記種結晶に集約させるように構成したことを要旨とする。
【０００８】
　このように、種結晶支持部およびガイド部材の少なくともいずれかの外周側に断熱材を
配設しているため、昇華用原料から種結晶に向かう熱の流れを断熱材によって種結晶に集
約させることができる。従って、成長した単結晶の径方向端部に凹面が形成されることな
く、良好な品質の単結晶を製造することができる。
【０００９】
　本発明の他の特徴では、昇華用原料（昇華用原料３）を収容する坩堝本体（坩堝本体５
）と、前昇華用原料と対向する位置に種結晶を固定する種結晶支持部（種結晶支持部７）
を設けた蓋体（蓋体９）と、前記種結晶支持部の外周近傍から前記昇華用原料に向けて筒
状に延びるガイド部材（ガイド部材３３）とを備え、前記ガイド部材を単結晶よりも熱伝
導率が低い断熱材から形成することにより、前記昇華用原料および種結晶を加熱して前記
単結晶を成長させるときに、前記昇華用原料から前記種結晶に向かう熱（熱Ｈ）の流れを
前記断熱材によって前記種結晶に集約させるように構成したことを要旨とする。
【００１０】
　本発明の他の特徴では、前記ガイド部材（ガイド部材４３）は、筒状に形成されており
、前記ガイド部材の内周面（内周面４３ａ，４３ｂ）は前記種結晶支持部の外周側から前
記昇華用原料に斜めに向けて径が拡がるように形成され、前記ガイド部材の外周面（外周
面４３ｃ）は、前記坩堝本体（坩堝本体５）の内壁面（内壁面５ａ）に当接していること
を要旨とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明に係る炭化珪素単結晶の製造装置によれば、成長した単結晶の径方向端部に凹面
が形成されることなく、良好な品質の単結晶を製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第１実施形態による炭化珪素単結晶の製造装置の説明図である。
【図２】本発明の第１実施形態による炭化珪素単結晶の製造装置の断面図である。
【図３】本発明の第１実施形態による炭化珪素単結晶の製造装置の変形例を示す断面図で
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ある。
【図４】本発明の第１実施形態による炭化珪素単結晶の製造装置の別の変形例を示す断面
図である。
【図５】本発明の第１実施形態による単結晶近傍の熱の流れを示す概略図であり、（ａ）
は単結晶の成長初期段階を示し、（ｂ）は単結晶の成長途中段階を示す。
【図６】比較例による炭化珪素単結晶の製造装置を示す断面図である。
【図７】比較例による単結晶近傍の熱の流れを示す概略図であり、（ａ）は単結晶の成長
初期段階を示し、（ｂ）は単結晶の成長途中段階を示す。
【図８】本発明の第２実施形態による炭化珪素単結晶の製造装置を示す断面図である。
【図９】本発明の第３実施形態による炭化珪素単結晶の製造装置を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態に係る炭化珪素単結晶の製造装置の詳細を図面に基づいて説
明する。但し、図面は模式的なものであり、各材料層の厚みやその比率などは現実のもの
とは異なることに留意すべきである。従って、具体的な厚みや寸法は以下の説明を参酌し
て判断すべきものである。また、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる
部分が含まれている。
【００１４】
　[第１実施形態]
　まず、本発明の第１実施形態について説明する。図１は、本発明の第１実施形態による
炭化珪素単結晶の製造装置の説明図である。
【００１５】
　この製造装置１は、一方（本実施形態においては、上部。以下、一方を上部とする）が
開口されて内方に昇華用原料３を収容する坩堝本体５と、坩堝本体５の開口された上部を
封鎖するように配設され、昇華用原料３と対向する位置に種結晶を固定する種結晶支持部
７を設けた蓋体９と、種結晶支持部７の外周近傍から昇華用原料３、つまり、一方の反対
側である他方（本実施形態においては、下方。以下、一方の反対側である他方を下方とす
る。）に向けて筒状に延びるガイド部材１１と、種結晶支持部７およびガイド部材１１の
少なくともいずれかの外周側に配設された断熱材とを備えている。これによって、昇華用
原料３および種結晶を加熱して単結晶を成長させるときに、昇華用原料３から種結晶に向
かう熱の流れを断熱材によって種結晶に集約させるように構成されている。
【００１６】
　坩堝本体５は、上端が開口した円筒体に形成され、その底部５ｂに炭化珪素からなる粉
体状の昇華用原料３が収容されている。また、上端部の外周側には、ネジ部５ｃが形成さ
れており、蓋体９が螺合可能に構成されている。坩堝本体５は、黒鉛から形成されている
。
【００１７】
　蓋体９も円筒状に形成されており、側壁部の内周面には、坩堝本体５の上端部に螺合す
るネジ部９ａが形成されている。また、蓋体９において、昇華用原料と対向する位置内面
の径方向中央部には、坩堝本体５の内方側（即ち、昇華用原料側となる下側）に向けて、
種結晶を固定する円柱状の種結晶支持部７が突設されている。この蓋体９も黒鉛から形成
されている。
【００１８】
　さらに、ガイド部材１１が、種結晶支持部７の外周側近傍から下方に向けて円錐台状に
広がって形成されている。ガイド部材１１の下端部１１ａが坩堝本体５の内壁面５ａに係
止されることにより、ガイド部材１１が保持されている。
【００１９】
　そして、蓋体９を坩堝本体５の上端部に螺合させた状態では、種結晶支持部７の外周面
７ａと、ガイド部材１１の外周面と、坩堝本体５の上端部の内壁面５ａと、蓋体９の内面
とによって、図１のハッチングに示す所定空間Ｓが画成される。この所定空間Ｓは、略円
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筒状に形成されている。本実施形態においては、この所定空間Ｓ内のいずれかの部位、即
ち、種結晶支持部７およびガイド部材１１の少なくもいずれかの外周側に断熱材を配設す
る。この断熱材の材質としては、例えば、カーボンフェルトなどが好ましい。
【００２０】
　図２は、本発明の第１実施形態による炭化珪素単結晶の製造装置の断面図である。
【００２１】
　前述した断熱材の一例として、蓋体９の内面に円盤状の断熱材２１を取り付けることが
好ましい。この断熱材２１の内周面は種結晶支持部７の外周面７ａに当接し、断熱材２１
の外周面２１ａは蓋体９の内周面に当接している。この断熱材２１の厚さｔは、種結晶支
持部７の高さよりも薄く形成されており、取付手段は、接着剤による接着などを採用する
ことができる。
【００２２】
　図３は、本発明の第１実施形態による炭化珪素単結晶の製造装置の変形例を示す断面図
である。
【００２３】
　この断熱材２３は、図２とほぼ同じであるが、厚さが種結晶支持部７の高さと略同一に
設定されている。従って、断熱材２３を蓋体９に取り付けた状態では、断熱材２３の下面
２３ａと種結晶支持部７の下面とは略同一面状に形成されている。
【００２４】
　図４は、本発明の第１実施形態による炭化珪素単結晶の製造装置の別の変形例を示す断
面図である。
【００２５】
　この断熱材２５も円盤状に形成されており、高さ位置がガイド部材１１の上部に配置さ
れている。即ち、ガイド部材１１の上部の外周面から横方向に拡がり坩堝本体５の内壁面
５ａまで延びている。
【００２６】
　次いで、本実施形態の製造装置におけるガイド部材近傍の熱流れを簡単に説明する。
【００２７】
　図５は、本発明の第１実施形態による単結晶近傍の熱の流れを示す概略図であり、（ａ
）は単結晶の成長初期段階を示し、（ｂ）は単結晶の成長途中段階を示す。
【００２８】
　なお、２０００℃を超える高温領域では、空間、黒鉛（カーボン）、炭化珪素（ＳｉＣ
）、断熱材の熱伝導率を比較すると、空間>黒鉛（カーボン）>炭化珪素（ＳｉＣ）>断熱
材の順となる。
【００２９】
　また、図５（ａ），（ｂ）においては、単結晶近傍における温度が等しい部位を結んだ
線を等温線Ｔとし、矢印で熱の流れを示している。矢印が等温線Ｔと直交しているため、
熱Ｈの流れ方向は等温線Ｔに直交した向きになる。ガイド部材１１の外周側には、断熱材
２５が配設されている。
【００３０】
　まず、図５（ａ）に示すように、昇華用原料３と種結晶を加熱すると、昇華用原料３か
ら上方に向かって熱Ｈが移動する。この加熱温度は、昇華用原料３の方が種結晶よりも高
く設定されている。ガイド部材１１の外周側には、断熱材２５が配設されており、断熱材
２５の熱伝導率は、単結晶を構成する炭化珪素よりも低いため、ガイド部材１１近傍に熱
Ｈが移動した場合には、ガイド部材１１の内周側に沿って移動方向が変わり、ＳｉＣ単結
晶に向けて熱Ｈが集約され、等温線Ｔが下に凸の形状に形成される。従って、図５（ｂ）
に示すように、単結晶２７は等温線Ｔに沿って下に凸状に成長するため、従来のように径
方向端部に凹面が形成されることがない。
【００３１】
　一方、従来技術に係る製造装置１０１は、図６に示すように断熱材を設けていないため
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、丸で囲った単結晶１２７の径方向端部１２７ａが凹面に形成されてしまう。これを図７
を用いて説明する。
【００３２】
　まず、図７（ａ）に示すように、昇華用原料３と種結晶を加熱すると、昇華用原料３か
ら上方に向かって熱Ｈが移動する。この加熱温度は、昇華用原料３の方が種結晶よりも高
く設定されている。熱伝導率は、空間Ｓの方がＳｉＣ単結晶１２７よりも高いため、ガイ
ド部材１１近傍に熱Ｈが移動した場合には、ガイド部材１１を通過してガイド部材１１の
外周側に抜けて移動する。従って、ＳｉＣ単結晶１２７に向けて熱Ｈが集約されないため
、等温線Ｔの形状が上に凸の湾曲形状となり、単結晶２７の径方向端部１２７ａに凹面が
形成される。
【００３３】
　本実施形態による作用効果を説明する。
【００３４】
（１）本発明の第１実施形態による単結晶製造装置１は、昇華用原３料を収容する坩堝本
体５と、昇華用原料３と対向する位置に種結晶を固定する種結晶支持部７を設けた蓋体９
と、種結晶支持部７の外周近傍から昇華用原料３に向けて筒状に延びるガイド部材１１と
、種結晶支持部７およびガイド部材１１の少なくともいずれかの外周側に配設された断熱
材２１，２３，２５と、を備え、昇華用原料３および種結晶を加熱して単結晶２７を成長
させるときに、昇華用原料３から種結晶に向かう熱Ｈの流れを断熱材２１，２３，２５に
よって種結晶に集約させるように構成している。
【００３５】
　このように、種結晶支持部７およびガイド部材１１の少なくともいずれかの外周側に断
熱材２１，２３，２５を配設しているため、昇華用原料３から種結晶に向かう熱Ｈの流れ
を断熱材２１，２３，２５によって種結晶に集約させることができる。従って、成長した
単結晶２７の径方向端部に凹面が形成されることなく、良好な品質の単結晶２７を製造す
ることができる。
【００３６】
　[第２実施形態]
　次いで、本発明の第２実施形態について説明するが、前述した第１実施形態と同一構造
の部位には同一符号を付して説明を省略する。
【００３７】
　本実施形態では、ガイド部材自体を断熱材から形成している。
【００３８】
　図８は、本発明の第２実施形態による炭化珪素単結晶の製造装置を示す断面図である。
【００３９】
　本実施形態による製造装置３１は、上部が開口され、内方に昇華用原料３を収容する坩
堝本体５と、坩堝本体５の開口された上部を封鎖するように配設され、坩堝本体５の内方
側に種結晶支持部７を設けた蓋体９と、種結晶支持部７の外周近傍から昇華用原料３、つ
まり、下方に向けて筒状に延びるガイド部材３３とを備え、ガイド部材３３を断熱材から
形成している。これにより、昇華用原料３および種結晶を加熱して単結晶を成長させると
きに、昇華用原料３から種結晶に向かう熱Ｈの流れをガイド部材３３によって種結晶に集
約させるように構成している。
【００４０】
　ガイド部材３３の形状は、第１実施形態と同一形状に形成されており、種結晶支持部７
の外周側近傍から下方に向けて円錐台状に広がって形成されている。ガイド部材３３の下
端部３３ａが坩堝本体５の内壁面５ａに係止されることにより、ガイド部材３３が保持さ
れている。このガイド部材３３自体の材質が、断熱材から形成されている。
【００４１】
　本実施形態による作用効果を説明する。
【００４２】
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（１）本実施形態による炭化珪素単結晶の製造装置３１は、昇華用原料３を収容する坩堝
本体５と、昇華用原料３と対向する位置に種結晶を固定する種結晶支持部７を設けた蓋体
９と、種結晶支持部７の外周近傍から昇華用原料３に向けて筒状に延びるガイド部材３３
と、を備え、ガイド部材３３を断熱材から形成することにより、昇華用原料３および種結
晶を加熱して単結晶２７を成長させるときに、昇華用原料３から種結晶に向かう熱Ｈの流
れを断熱材からなるガイド部材３３によって種結晶に集約させるように構成している。
【００４３】
　本実施形態によっても、昇華用原料３から種結晶に向かう熱Ｈの流れを断熱材からなる
ガイド部材３３によって種結晶に集約させることができる。従って、成長した単結晶２７
の径方向端部に凹面が形成されることなく、良好な品質の単結晶２７を製造することがで
きる。
【００４４】
　[第３実施形態]
　次いで、本発明の第３実施形態について説明するが、前述した第１および第２実施形態
と同一構造の部位には同一符号を付して説明を省略する。
【００４５】
　図９は、本発明の第３実施形態による炭化珪素単結晶の製造装置４１を示す断面図であ
る。
【００４６】
　本実施形態によるガイド部材４３は断熱材からなり、図９に示すように、略円筒状に形
成されている。具体的にガイド部材４３は、筒状に形成されており、その内周面は種結晶
支持部７の外周側から昇華用原料３の位置する、一方の反対側である他方（本実施形態に
おいては、下方）に斜めに向けて径が拡がるように形成され、外周面は坩堝本体５の内壁
面５ａに当接している。即ち、ガイド部材４３の内周面は、縦方向に延びる上側内周面４
３ａと、上側内周面４３ａの下端から斜め下方に径寸法が拡がるテーパ状の下側内周面４
３ｂとからなる。また、外周面４３ｃは、上端から下端に至るまで縦方向に延びる円筒面
に形成されている。なお、ガイド部材４３の上面４３ｄが蓋体９の内面に当接したまま接
合されている。
【００４７】
　本実施形態による作用効果を説明する。
【００４８】
　（１）ガイド部材４３は、筒状に形成されており、その内周面４３ａ，４３ｂは、種結
晶支持部７の外周側から昇華用原料３に斜めに向けて径が拡がるように形成され、外周面
４３ｃは坩堝本体５の内壁面５ａに当接している。
【００４９】
　本実施形態によっても、昇華用原料３から種結晶に向かう熱Ｈの流れを断熱材からなる
ガイド部材４３によって種結晶に集約させることができる。従って、成長した単結晶２７
の径方向端部に凹面が形成されることなく、良好な品質の単結晶２７を製造することがで
きる。
【００５０】
　なお、前述した実施の形態の開示の一部をなす論述および図面はこの発明を限定するも
のであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施の形態、実施例
および運用技術が明らかとなろう。
【００５１】
　例えば、ガイド部材１１を設けると共に、図１に示す所定空間Ｓ全体に断熱材を配設す
るようにしても良い。
【実施例】
【００５２】
　次いで、本発明を実施例を通してさらに具体的に説明する。
【００５３】
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　まず、本発明例に係る炭化珪素単結晶の製造装置として、図２で説明した製造装置を用
いた。また、比較例として、図６で説明した製造装置１０１を用いた。
【００５４】
　それぞれの蓋体および坩堝本体は、黒鉛から形成した。本発明例による断熱材には、カ
ーボンフェルトを主原料とした成形断熱材を用いた。この断熱材は、蓋体および坩堝本体
よりも熱伝導率の低いものを使用した。なお、蓋体および坩堝本体の材質である黒鉛の室
温における熱伝導率は、約１００Ｗ／（ｍ・Ｋ）であり、断熱材の室温における熱伝導率
は、約０．２Ｗ／（ｍ・Ｋ）であった。このように、本発明例による製造装置には断熱材
が配設され、比較例となる従来の製造装置には断熱材が配設されていない。
【００５５】
　これらの製造装置を用いて、炭化珪素単結晶を成長させたところ、本発明例の単結晶は
、径方向端部に凹面が形成されない良好な単結晶を得ることができたが、比較例の単結晶
では、径方向端部に図６に示すような凹面が形成された。このように、本発明例の製造装
置の方が良好な単結晶を製造することができることが判明した。
【００５６】
　［その他の実施形態］
　本実施形態においては、坩堝本体５の上部が開口されているが、これに限られず、例え
ば、坩堝本体５の下部が開口されていてもよい。この場合、ガイド部材は、種結晶支持部
の外周近傍から下部の反対側である上部に向けて筒状に延びる。
【００５７】
　このように、本発明は、ここでは記載していない様々な実施の形態などを含むことは勿
論である。したがって、本発明の技術的範囲は、上述の説明から妥当な特許請求の範囲に
係る発明特定事項によってのみ定められるものである。
【符号の説明】
【００５８】
　３　昇華用原料
　５　坩堝本体
　７　種結晶支持部
　９　蓋体
　１１，３３，４３　ガイド部材
　２１，２３，２５　断熱材
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